
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

（
産
業
立
地
推
進
課
）　

　

一

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

一

〇
県
道
の
路
線
認
定 

（
道　

路　

課
）　

　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

二

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
）　

　

三

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

　

定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

（1）　 平成24年７月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2378号　　 
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同
九
月
二
十
日

　

同
九
月
二
十
一
日

　

同
九
月
二
十
四
日

　

同
九
月
二
十
五
日

　

同
九
月
二
十
六
日

　

同
九
月
二
十
七
日

気
仙
沼
市

気
仙
沼
市

気
仙
沼
市

気
仙
沼
市

気
仙
沼
市

気
仙
沼
市

新

月

・

気

仙

沼

階
上
・
面
瀬
・

松

岩

大

谷

気
仙
沼
・

鹿

折

魚
市
場
周
辺

小
泉
・
津
谷

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら

午
後
一
時
三
十
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら

午
後
一
時
三
十
分
ま
で

気
仙
沼
市
民
会
館

気
仙
沼
市
松
岩
公
民
館

気
仙
沼
市
大
谷
公
民
館

気
仙
沼
市
民
会
館　

気
仙
沼
市
魚
市
場

気
仙
沼
市
本
吉
総
合
体
育
館

実
施
年
月
日

平
成
二
十
四
年

九
月
十
八
日

　

同
九
月
十
九
日

実　

施　

区　

域

気
仙
沼
市

気
仙
沼
市

大　
　

島

唐
桑
・
中
井
・

小

原

木

検
査
受
付
時
間

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
三
十
分
ま
で

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

実

施

の

場

所

気
仙
沼
市
大
島
公
民
館

気
仙
沼
市
唐
桑
総
合
支
所

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
山
新
建

設山
田　

力

辰
和
工
業
有
限
会

社中
村　

日
穂

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯

元
字
釜
土
二
十
二－

二

仙
台
市
青
葉
区
折
立
一
丁

目
九－

二
十
一

建

設

業

許

可

番

号

般－

二
十
一

第
一
万
七
千
四

百
六
号

般－

十
九

第
一
万
八
千
百

三
十
六
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

塗
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

管
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
四
年

 

六
月
二
十
二
日

平
成
二
十
四
年

 

六
月
二
十
五
日



〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
の
路
線
を
次
の
よ
う
に
認
定
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
に
お
い
て
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
石
市
土
地
改
良
区

役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

谷　
　

関　
　

邦　
　

康　
　
　

一　

就
任
し
た
者

 

二　

退
任
し
た
者

 

第2378号　平成24年７月31日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

路
線
番
号

二
九
六

路　
　

線　
　

名

石
巻
北
イ
ン
タ
ー
線

起　
　
　
　
　

点

終　
　
　
　
　

点

石
巻
市
蛇
田
字
東
道
下

石
巻
市
蛇
田
字
東
道
上

重
要
な
経
過
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

仙
台
松
島
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

宮
城
郡
利
府
町
春
日
字
黄
金
井
六
番
二
地
先
か
ら

同
町
春
日
字
二
ツ
石
二
十
番
四
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
八
日

 

正
午

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

佐
々
木　

正　

幸

安

藤

佳

生

山

崎　

廣

須

藤

末

治

志

村

文

夫

佐

竹　

勝

日

下

正

彦

佐

藤

憲

治

阿

部　

忠

遠　

藤　

友
三
郎

半

田　

仁

吉　

野　

征
四
郎

菅

野

浩

一

八

島

孝

夫

村

上

仁

志

白
石
市
福
岡
長
袋
字
河
原
沢
三
番
地

白
石
市
越
河
五
賀
字
八
幡
六
十
六
番
地
一

白
石
市
斎
川
字
町
尻
南
三
番
地

白
石
市
越
河
平
字
麦
田
二
十
五
番
地

白
石
市
福
岡
深
谷
字
地
蔵
堂
百
十
番
地

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
中
原
四
番
地
五

白
石
市
福
岡
八
宮
字
上
ノ
山
九
番
地
二

白
石
市
大
平
森
合
字
森
合
沖
百
四
番
地
三

白
石
市
大
平
森
合
字
清
水
田
五
十
一
番
地

二白
石
市
大
鷹
沢
三
沢
字
落
合
九
十
番
地

白
石
市
郡
山
字
弥
陀
内
四
番
地

白
石
市
字
堂
場
前
百
四
十
三
番
地

白
石
市
福
岡
深
谷
字
鳥
越
十
四
番
地

白
石
市
越
河
字
箒
沢
四
十
九
番
地

白
石
市
大
平
中
目
字
桂
坂
八
番
地
一

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

監　

事

監　

事

監　

事

退

任

年

月

日

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日

氏　
　
　

名

佐

竹　

芳

佐
々
木　

正　

幸

安

藤

佳

生

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

白
石
市
大
鷹
沢
三
沢
字
五
丁
目
百
六
十
四

番
地

白
石
市
福
岡
長
袋
字
河
原
沢
三
番
地

白
石
市
越
河
五
賀
字
八
幡
六
十
六
番
地
一

役
職
名

理　

事

理　

事

理　

事

就

任

年

月

日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名



 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
庶
務
業
務
支
援
シ
ス
テ
ム
に
係
る
保
守
・
運
用
等
業
務

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

震
災
復
興
・
企
画
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課　

仙
台

市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日

e-m
iyagi

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

富
士
通
株
式
会
社
東
北
支
社
（   
      
庶
務
業
務
支
援
シ
ス
テ
ム
サ
ポ
ー
ト
企

業
連
合
代
表
構
成
員
）　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
二
丁
目
三
番
二
十
二
号

五　

落
札
金
額　

四
千
七
百
二
十
五
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
財
務
・
庶
務
等
シ
ス
テ
ム
機
器
設
備
等
提
供
、
設

定
作
業
及
び
保
守
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

震
災
復
興
・
企
画
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課　

仙
台

市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
四
年
六
月
十
三
日

四　

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
所
在
地　

日
通
商
事
株
式
会
社　

東
京
都
中
央
区
築
地
五
丁
目
六
番
十
号

五　

契
約
金
額　

八
千
六
百
五
十
四
万
三
千
百
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
該
当
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平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日

大

野

清

人

日

下

利

幸
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藤

健

治

山

崎　

廣

須

藤

末

治

川

村

義
�

斎

藤

国

一

村

上

仁

志

菅

野

浩
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阿

部　

忠

八

島

孝

夫

白
石
市
福
岡
八
宮
字
中
ノ
川
七
番
地
一

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
良
口
三
十
六
番
地

白
石
市
大
平
森
合
字
上
原
町
三
十
六
番
地

白
石
市
斎
川
字
町
尻
南
三
番
地

白
石
市
越
河
平
字
麦
田
二
十
五
番
地

白
石
市
郡
山
字
金
倉
十
六
番
地

白
石
市
福
岡
深
谷
字
鴨
内
二
十
三
番
地

白
石
市
大
平
中
目
字
桂
坂
八
番
地
一

白
石
市
福
岡
深
谷
字
鳥
越
十
四
番
地

白
石
市
大
平
森
合
字
森
合
沖
百
四
番
地
三

白
石
市
越
河
字
箒
沢
四
十
九
番
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事
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事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事
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事
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事

監　

事
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